
会計年度任用職員に対し

勤勉手当を支給可能とする見直し
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１

現行制度の概要

○ 一般職の非常勤職員の採用方法の明確化や、労働者性の高い非常勤職員に期末手当の支給を可能とすること等を目
的に、令和２年４月に「地方公務員法及び地方自治法」が一部改正され、新たに「会計年度任用職員」制度が導入され
た。
○ 「会計年度任用職員」は、全国で「62.2万人(R2.4.1時点)」おり、「新型コロナウイルス感染症」への対応など、多くの
行政課題を抱える中、公務の運営に欠かすことのできない存在として活躍している。

（総務省「令和2年度 地方公務員の会計年度任用職員等の臨時・非常勤職員に関する調査結果」より抜粋）
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　＜（１）パートタイム会計年度任用職員（任用根拠：地方公務員法第22条の２第１項第１号）＞

　　パートタイム会計年度任用職員に対しては、「報酬」「費用弁償（旅費・通勤費用弁償等）」の支給と、
　　手当では「期末手当」に限り支給が可能となっている。

　　◎　地方自治法上、「勤勉手当」の支給はできない。

　【　地方自治法第203条の２　】

２

現行制度における支障①

○ 「会計年度任用職員制度」導入により、「期末手当」の支給は可能となったが、地方自治法や総務省通知により
「勤勉手当」 を支給することができない。
※ 「勤勉手当」が支給される「常勤職員」や「国の非常勤職員」との間に不均衡が生じており、「同一労働・同一
賃金」に合致していない。

普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、（中略）その他普通地方公

共団体の非常勤の職員（短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職

員を除く。）に対し、報酬を支給しなければならない。

②～③ 略

④ 普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に

掲げる職員に対し、期末手当を支給することができる。

⑤ 略
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　＜（２）フルタイム会計年度任用職員（任用根拠：地方公務員法第22条の２第１項第２号）＞

　　フルタイム会計年度任用職員に対する、給与支給の法的根拠は「常勤職員」と同じであり、
　　地方自治法上、「勤勉手当」の支給は可能であるが、総務省通知により、
　　「勤勉手当」を支給しないことが基本とされている。

　　◎　総務省通知により、「勤勉手当」の支給はできない。

　【　地方自治法第204条　】

　【　総務省通知（H30.10.18「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について」）（抜粋）　】

３

現行制度における支障②

普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、（中略）及び地方公務員

法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、（中略）勤勉手当、

（中略）を支給することができる。

③ 略

３③ア（イ）ⅱ）

○上記以外の手当については、支給しないことを基本とします。

（上記の手当：時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、期末手当、退職手当、

特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、初任給調整手当、特地勤務手当、へき地手当）

勤勉手当を含む
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　【　過去10年の人事院勧告における特別給（期末勤勉手当）の支給月数　】

・Ｒ３年　　４．３０月（期末手当▲０．１５月）
・Ｒ２年　　４．４５月（期末手当▲０．０５月）　※会計年度任用職員制度の導入
・Ｒ元年　　４．５０月（勤勉手当＋０．０５月）
・Ｈ30年　　４．４５月（勤勉手当＋０．０５月）
・Ｈ29年　　４．４０月（勤勉手当＋０．１０月）
・Ｈ28年　　４．３０月（勤勉手当＋０．１０月）
・Ｈ27年　　４．２０月（勤勉手当＋０．１０月）
・Ｈ26年　　４．１０月（勤勉手当＋０．１５月）
・Ｈ25年　　３．９５月（改定なし）
・Ｈ24年　　３．９５月（改定なし）

　【　「職員の給与に関する報告（抜粋）」（人事院）　】

４

現行制度における支障③

○ 近年、常勤職員における特別給(期末・勤勉手当)の改定状況としては、
・引下げ改定時 → 「期末手当」により引下げ
・引上げ改定時 → 「勤勉手当」により引上げ
となっており、常勤職員に準じて会計年度任用職員の期末手当を改定する場合、当分の間、期末手当は据置き又は減額
となる。

（Ｒ３年）支給月数の引き下げ分は、民間の特別給の支給状況等を踏まえ、期末手当から差し引く

（Ｒ元年）支給月数の引上げ分の期末手当及び勤勉手当への配分に当たっては、

民間の特別給の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、

引上げ分を勤勉手当に配分することとする。
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　【H28.12.27 地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書（抜粋）】

　【R3.7.16改正　一般職の職員の給与に関する法律第22条第２項の非常勤職員に対する給与について（抜粋）】

５

現行制度における支障④（その１）

○ (勤勉手当を支給しないとした)制度導入時と比べ、国・地方の状況に変化が見られており、見直しのタイミングを迎えて
いると考える。

① 令和３年７月より、国の非常勤職員においては、期末・勤勉手当の支給月数を常勤職員のものを基礎とするよ

う努めることとされるなど、勤勉手当の支給を促進している。

Ⅳ４（２）③

これら以外の手当については、現行の非常勤職員の報酬単価に係る考え方が地方公共団体ごと・職種

ごとに相当程度異なっている実態や、非常勤職員の職務の内容、国の非常勤職員に係る支給実態、現

下の厳しい地方財政の状況などを踏まえ、その支給については今後の検討課題とすべきである。

勤勉手当を含む

３ 任期が相当長期にわたる非常勤職員に対しては、期末手当及び勤勉手当に相当する給与を、勤務

期間、勤務実績等を考慮の上支給するよう努めること。この場合において、職務、勤務形態等が常

勤職員と類似する非常勤職員に対する当該給与については、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉

手当に係る支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実績等を考慮の上支給すること。
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　【　総務省通知（H30.10.18「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について」）（抜粋）　】

　【　総務省（令和３年度会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査結果）（抜粋）　】

  　（R3.4.1時点「期末手当の支給の有無」）

６

現行制度における支障④（その２）

② 令和３年４月時点で、ほぼ全ての自治体において、会計年度任用職員に対し「期末手当」を支給している。

Ⅲ Ｑ＆Ａ 問１５－１（抜粋）

なお、特に「勤勉手当」については、各地方公共団体における「期末手当」の定着状況等を踏まえた上での

検討課題とすべきものと考えている。
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７

現行制度における支障（総括）

○ 「現行制度における支障」をまとめると次のとおりとなる。

（国） （地方公共団体)

・勤勉手当：支給あり ・勤勉手当：支給あり

・勤勉手当：支給あり ・勤勉手当：支給なし(地方自治法・総務省マニュアル)

①期末手当の支給に努める。（H20.8人事院指針策定)

②期末手当に加え、勤勉手当の支給に努める。(H29.7改正)

③期末・勤勉手当の支給月数を、常勤職員のものを基礎とするよう努める。(R3.7改正)

○「同一労働・同一賃金」に合致せず（国の非常勤職員に勤勉手当あり）

会計年度任用職員

常勤職員

非常勤職員

(期間業務職員等)

均衡あり 常勤職員

不均衡！

均
衡
あ
り

不
均
衡
！

○「同一労働・同一賃金」に合致せず

（会計年度任用職員に勤勉手当なし)
○特別給改定（常勤準拠）に係る課題

→ （勤勉）引上げ時：対応困難

（期末）引下げ時：負担感大

○「総務省通知」では、「『期末手当』の定着状況を踏まえた上での

検討課題とすべき」とあるが、ほぼ全ての自治体で期末手当を支給済
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　＜　求める措置　＞

　＜　制度改正による効果　＞

８

「求める措置」及び「制度改正による効果」

「会計年度任用職員」の勤勉手当について、
○ 「勤勉手当」支給を不可とする「地方自治法の改正」
○ 「会計年度任用職員」への「勤勉手当」は支給しないことを基本とすべきとする「総務省通知の見直し」
など、諸制度を整備すること。

① 「勤勉手当」の支給が可能となれば、国・地方の常勤職員や国の非常勤職員の給与との均衡

を図ることができ、会計年度任用職員の「待遇改善」が実現できる。

② 待遇改善により、会計年度任用職員の「人材確保」や、「意欲向上」といった効果が見込まれる。

③ 地方公共団体において、必要な人材が確保されることで「行政サービスの向上」に繋がる。

制度の定着には、

地方財政措置も重要
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